
 

三木里脇・新帰農の里づくり計画 

 

都道府県名 兵庫県 

作成主体名 三木市 

区域の範囲 三木市の区域の一部（口吉川町里脇地

区） 

 

 

 

地域再生計画の概要

 三木市では、昭和５８年頃に農地造成事業により、大規模な畑地造成を行い、ぶど

うを植栽してきたが、農業者の高齢化等により遊休地化した農地を再生するという課

題を抱えている。これを解決するため、都市近郊の立地条件を活かし、都市と農村の

共生・対流をめざす。そのため、市民農園・体験農園を設置するとともに、加工・販

売への展開による既存の観光ぶどう園の活性化を図る。 

適用される支援措置 

・広域連携共生・対流等整備交付金 


